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インターネットでの予約、空き情報や施設情報の検索は 24時間ご利用いただけます。 

 

〇団体登録条件 
・各施設の利用条件に適した種目、用途での活動を目的としていること。 

・メンバーのうち 1名は文京区在住、在勤、在学、在学のいずれかであること。 

＊区内在籍メンバーのうち代表者を 1名選出すること。（代表者は高校生を除く 18歳以上） 

・10名以上のメンバーで構成させた団体であること。 

＊構成員は学生を含まない 15歳以上が対象。 
 

〇団体区分 
【優先団体】 

・構成員の半数が文京区在住、在勤、在学の団体。（＊全員が学生の場合は「学生団体」となります） 

【一般団体】 

・文京区在住、在勤、在学が構成員の半数に満たない団体。 

【学生団体】 

・全員が学生かつ半数以上が区内在学者の団体。 

 

〇登録に必要なもの 
① 文京区インターネット施設予約システム利用登録申請書 

② 構成員名簿 

※構成員の文京区在籍が分かる身分証明書（コピー可） 

③ 金融機関の承認印のある口座振替依頼書 

※ゆうちょの場合は口座振替依頼書（承認印必要なし）と口座番号が確認できる通帳またはキャッシュカード 

④ 体育施設団体登録票 

⑤ 文京区在住・在勤・在学を確認できる身分証 
 

〇施設の使用申込について 
（1） 施設使用申込及び抽選参加 

【優先団体】 

・使用日の属する月の 3か月前の 20日～末日までの期間に 10 コマまで抽選にお申込できます。  

【一般団体】 

・使用日の属する月の 1か月前の 1日～利用前日までの期間、随時空き予約ができます。 

【学生団体】 

・使用日の属する月の 3か月前の 20日～末日までの期間に夜間を除く 6 コマまで抽選にお申込できます。 

 

（2）抽選、利用承認 

・使用日の 2か月前の 1日に抽選をします。（自動抽選） 

・抽選の結果、当選となった施設は使用承認となり使用料金が発生します。 

 

（3）空き予約の申込及び申込期間 

抽選日の午前 9時以降空き施設の申込をインターネット又はタッチパネル式利用者端末にて先着順に受付けます。 
【優先団体】 

・使用日の属する月の 2か月前の 1日～末日までの期間にお申込できます。  

【一般団体】 

・使用日の属する月の 1か月前の 1日～利用前日までの期間にお申込できます。 
【学生団体】 

・使用日の 2か月前～利用前日までの期間、随時空き予約ができます。（夜間のコマも予約可） 

文京区インターネット施設予約システムのご利用にあたって 

 

 



 

（4）使用料金お支払い 

・使用月の翌 26日（銀行等の休業日の場合は翌営業日）に登録した銀行口座から引落します。 

 

（5）施設の使用 

・使用日当日の使用確認は団体利用登録証により行います。 

 

（6）使用変更 

・インターネット予約システムより使用日の 10日前まで 1回限り変更可能。 

但し、利用施設の変更はできません。 

 

（7）使用取消 

・都合により使用しなくなった場合、インターネット又はタッチパネル式利用者端末にて速やかに手続きを行ってください。 

＊使用日の 10日前まで利用料（備品を含む）5割、10日前を過ぎますと利用料全額（備品を含む）が 

口座振替となります。 
・ 

（8）システム利用登録の有効期限 

・登録日から 2年経過したら、再登録をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文京区スポーツ施設指定管理者  

文京区スポーツ推進共同事業体 


